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ただ今ご紹介いただきました中川と申します。も

っとも、私は図書館学の専門家ではなく、司書の世

界を本当に深く知っている同業の仲間でもありませ

ん。立場から言いますと、公共政策学や地方分権、

あるいは文化政策の方から切り込んでいますので、

ちょっと感覚が違うと思われるかもしれませんが、

むしろ広い社会からするとそういう見方もあるのだ

と理解してくださればいいと思います。ですから、

テーマは「図書館と経営」ということになると思い

ます。

私は、図書館づくりはまちづくりそのものなのだ

と前から言ってきたのですが、なかなかこの言葉を

理解してもらえなくて、なぜ図書館がまちづくりな

のかとおっしゃる方が多かったのです。というのは、

これまでのまちづくりの定義が私の定義と違うので

す。従来、都市工学や土木・建設、あるいは都市計

画論の先生方が中心になっておられた７０年代、８０年

代のまちづくりの本は、学芸書院や彰国社などから

出されているという、理工系の先生方が主導してこ

られた、ハードを中心としたまちづくりでした。そ

の中で、私の師匠に当たる、法政大学をもうご退職

なさった田村明先生は、岩波新書に『まちづくりの

発想』『まちづくりの実践』『まちづくりと景観』と

いう三冊本を書いて、まちづくりとは仕組みづくり

であり、人づくりなのだとおっしゃっています。随

分前からそういうまちづくりの定義をきちんとおっ

しゃっていたわけです。

私はずっとその路線で、１９９０年代当時から、社会

の資源はヒューマンウエア、ソフトウエア、ハード

ウエアという３層にわたるものであり、この３層に

わたる資源の開発や蓄積の順番を間違えるととんで

もないことになると言ってきました。特にその「と

んでもないことになる」のトップが、ものを作って

から仕組みを考えることで、ものと仕組みをこしら

えてから人が施設にやってこいという逆転した話が

多すぎました。高度経済成長のときには、これであ

る程度土木・建設関係の投資が乗数効果を発揮し、

世間ももてはやし、議会もこれを承認するという良

い意味での循環があったので受け入れられていまし

たが、今やこれは破綻しました。要するに、人間が

不在であったことが、一貫した欠陥だったと僕は思

っています。

最近になって、こういう私の言いぶりも内外の研

究者によって裏付けられ、結果的に正しかったと証

明されました。その第１番目は、宇沢弘文という東

大の先生が、技術、知識、ルール、マナー、倫理、

道徳までも含めた社会のソフトウエアを社会的共通

資本（ｓｏｃｉａｌｏｖｅｒｈｅａｄｃａｐｉｔａｌ）と再定義され、広く

承認されたことです。これはほんの１０年ほど前のこ

とです。４～５年前には、ついに社会的関係資本と
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いう概念を導入して、ロバート・パットナムという

社会学者が、組織、集団、人材も実は基礎的資本な

のだということを言いだしました。そんなことはも

う１５年前に私は言っているのですが、人づくり、仕

組みづくり、ものづくりという順番を間違えたまち

づくりをして成功したところはないと言っているわ

けです。

そう考えて図書館は一体何を分担するのかという

と、当然、ハードづくりを分担しているわけではあ

りません。大型の図書館が千里中央にできたら乗降

客が増えて周りの商店街がもうかるなどということ

を期待してもらっては困るわけで、本当は、そこを

通じてより活力のある、しかも主体的・能動的な市

民層が増えていく。あるいは、そこを通じて町の運

営の仕組みやルールやマナーが再生産され、開発さ

れ、増殖していく。そのことによって町がじわっと

変わっていくということが実は図書館のパワーでは

ないかと思っており、そういうことがようやく豊中

の図書館でも理解され始めたのが、今から７～８年

前かと思います。当時の館長さんらと相語らい、何

とかして伝統ある豊中の図書館システムを使って町

の活性化を考えられないかと、何回も勉強会を行い

ました。

そうこうしているうちに、３～４年前に指定管理

者制度が降ってわいたようにはやりだしました。そ

して、私が豊中市図書館協議会の委員長をした年次

だったと思うのですが、急に行財政改革の担当から

「行革の立場から言うと指定管理者に任せた方がいい

と思っているけれども、協議会としてはどういうご

意見か、伺わせていただきたい」というボールが投

げられたのです。約１年かけてこれについて議論を

し、結論として、指定管理者制度にはなじまないと

いう答申を返しました。これは、図書館には指定管

理者は合わないという全国初の答申だったと聞いて

います。

そのおかげなのか、あちこちから問い合わせが殺

到したとも聞きますが、話は非常に簡単なのです。

指定管理者制度というのは、そもそも民間への事務

事業委託ではなく、権限委任を伴うものです。市長

の代わりにその仕事をする団体ということですから、

単に一部の事務作業を部分的に代行するというもの

ではありません。つまり、民法で言う委任・受任の

関係になり、委託・受託ではないのです。必然的に

そこには指揮・命令関係も生じますし、非常に大き

な行政処分の権限も握りますから、単なる民間委託

ではないのですが、そのことがあまり理解されてい

ませんでした。

それから、図書館というのは、どちらかというと

研究・教育・啓発等の機能も持った組織込みの施設

であって、駐輪場、駐車場、温泉旅館、国民宿舎な

どのような定型的な反復サービス供給施設ではあり

ません。地域特性も市民特性も踏まえたところに立

脚するインスティテュート（人的組織込みで機能を

発揮する施設）です。地方自治法で言う公の施設は、

このようなインスティテュート型の施設も駐輪場や

駐車場のような単純反復サービス供給型の施設も十

把一からげにしており、その中で指定管理者制度が

適用され得るわけですから、指定管理者制度導入を

する前にインスティテュートなのか単なるファシリ

テートなのかということを峻別する必要があるので

すが、この辺の議論もあまりされてきませんでした。

これを初めて議論したのが私たちではなかったかと

思います。

さらに、その理屈の中にあったのは、その土地固

有の立地条件、開発使命、あるいは投資使命を持っ

たインスティテュートは、単に行政主導型で政策を

立案・実行するものであってはならないということ

です。当然、ユーザーとしての市民、タックスペイ

ヤーとしての市民、経営参画する能動的な市民など、

さまざまな市民の参画と協働の下に、その施設の立

地している固有条件を踏まえた政策が作り上げられ、

それが決定・実行されるというシステムが成り立た

なければならないのではないか。そのプロセスを抜

きにして、いきなり「指定管理者、どうぞ」という

話はあまりにも乱暴ではないかというのが答えだっ

たわけです。

この辺は結構精密な議論をしていたにもかかわら

ず、世間からは「豊中市図書館協議会、民営化に反

対」などと言われましたが、単に民営化に反対した

わけではありません。政策形成は民営化できないで
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しょうと言ったのです。ラベル張りや、タグをばん

ばんくっつけていくとか、本当に単純な処理作業の

部分をパーツにばらせば民営化は可能でしょうが、

蔵書の選定や、読書連合会と協働でやるような市民

協働型の事業の企画、さらにはアウトリーチとも言

うべき、動く図書館の機能的な配置などが民営化で

きますかということです。そういう思想が出てくる

背景には、実は文化政策が軽視され、軽く扱われて

きたことがあると思い立ったわけです。

そもそも行財政改革ということが十数年来ずっと

いわれていますが、その流れの中でいつでも最初に

やり玉に挙がるのが文化分野です。文化ホール、芸

術事業、さらには図書館、公民館、生涯学習センタ

ーなどのたぐいは、暇と金の余っている人間が主と

して使っているわけで、痛くもかゆくもない政策分

野であるという思い込みが、悲しいことに市民だけ

ではなく為政者に当たる議員や首長の中にもこびり

ついて離れないという気がしてなりません。

その背景には、図書館・公民館も含む現場から、

市民の人権は言うに及ばず、市民層開発の非常に重

要な生命とも言うべき拠点なのだという説得や主張

がなかったことも、片一方のミスとしてあると思い

ます。言い換えると、伝統的な職場であるがために

安心し切っていて、何のためにこれをやっているの

かということを問わなかった。とにかく意味がある

に違いない、どんどん蔵書数が増え貸出数が増えて

いくことは結果的には世の中の役に立っているはず

なのだという、ある種の信仰のようなものもあった

のではないか。そうではなく、「誰のために」、「何の

ために」、「何を」ということを常に問う練習をする

必要があったという反省をしたわけです。その反省

の下に、だからこそ、指定管理者制度を拒否したか

らこそ、自己評価システムをまず作ることでアイデ

ンティティをはっきりさせようという運動を起こし、

図書館協議会のメンバーと図書館職員の館長以下、

係長や一般職員まで含めて選抜チームを作り、その

事業評価システムを内部で完成させようと努力し、

八分方完成させ、今なお進化発展型になっていると

聞いております。

この評価システムの話は、最後の方で申し上げる

ニュー・パブリック・マネジメントの思想の反省、

あるいは批判の上に成り立っています。このように、

一体誰のために、何のためにということをあまり考

えずにいると、暇とお金が余っているから文化政策

をやっているのだ、その中に図書館、公民館、生涯

学習、文化ホールがあるのだということで軽視され、

常に切り捨てられる危険性を持った構図は打破でき

ません。そうではなくて、その都市が生き残ってい

くために、もっとエゴイスティックな言い方をする

と「隣の町とは違うぞ。大阪府の中でも群を抜いて

わが町は優れているんだ」というぐらいに区別化・

選別化するためにも、文化政策は都市文化政策とし

て必要であるということが、一つ厳然たる事実とし

てあるのです。

よく言う都市イメージや都市格などというのは、

よく考えれば図書館や公民館などが支えてきた文化

政策のレベルに連動していますし、学校における子

どもたちの総体的な学力なども、それにやや近い相

関関係があることはもう分かってきています。つま

り、学校教育の活力にも一定の促進剤になっている

ということです。

さらに、より定着性が高く、地域社会へ参画もし、

市民社会の特定課題に対して横につながって助け合

おうという気持ちを持つ能動性の高い活力ある市民

層の比率を高め、その人たち相互のコミュニケーシ

ョン・チャネルを増やすことにもなる。そういう意

味で、市民文化を活性化させるというもう一つの柱

を持っているわけで、そのような面からも図書館政

策は大変大事なのだと思うのです。

１．「文化的に生きる権利」

―文化活動の三つの側面に注目

さて、ここでもう一つの市民文化政策の理念的柱

と私がいつも言っているのは、憲法第１３条です。幸

福追求権に基づく市民・国民の文化的に生きる権利

というものが国際的に承認されており、わが国では

憲法第１３条がそれを受けて立っているというのが解

自治体文化政策の基本的な視点
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釈学的に正しいと私は思います。憲法２５条は水準を

言っているだけで、幸福追求の原理というのは水準

を言っているわけではないのです。

その憲法１３条と対応する国際条約上の「一人一人

の市民が文化的に生きる権利・人権を持っている」

ということの根拠条文は、１９４８年の世界人権宣言の

第２６条です。ここで、文化的な生活に参加する権利

ということがうたわれています。また、それを受け

てＡ規約（社会権規約）・Ｂ規約（自由権規約）とい

う形で実体法化した国際人権規約のうちのＡ規約の

第１５条には、文化的な生活に参加する権利が実体化

されています。

わが国はＡ・Ｂ規約ともに批准していますので、

これに対応した国内法の整備が義務づけられていた

はずですが、文化を人権と規定する文化法も一向に

制定されずに来て、ようやく２００１年に文化芸術振興

基本法ができました。あのときは私たちも随分論争

に参加しましたが、非常に残念なのは、第２条の規

定が「生まれながらの権利であり」という自然権的

記述に流れてしまったことです。これはまさしく朝

日訴訟で言う、憲法第２５条を根拠として訴え出ても、

これは理念権記述だから実体的規定ではないという

ことで却下されたのと同じになるわけです。つまり、

実体的規定ではないので、こういうことをみんなで

認め合いましょうというだけのことで、もしそれが

侵されたとなったときに、国家を相手取って「回復

せよ」などと言うものではないということです。

私は、あの法律を「柔な法律」と言ってかなり批

判しました。なぜかというと、文化基本法として定

め、その各論的な枝法として個別の芸術振興法やス

ポーツ振興法ができていくのが正しかったのに、一

緒くたに作ってしまったものだから、個別芸術振興

法なのか文化に関する権利を定めた文化基本法なの

かが曖昧になってしまったからです。そういう不完

全な法律でもないよりはましだと思いますが、その

不完全さは、いまだに私たちの意識の中に「文化は

人権である」という認識が定着しないという弱みに

なっています。

それから私たちは、文化的に生きる権利を実体化

する上において、今後は地方公共団体がその責任を

もっと分担して実現すべきではないかというキャン

ペーンに入りました。それを受けて、一番最初に文

化は人権であるということをうたい、なおかつ「支

援はすれども干渉はしない」という芸術表現の自由

にまで踏み込んだ都道府県条例が、静岡県文化振興

条例として確立しました。市町村条例では、今言っ

た「文化は人権である」ということを確認した条例

が、北海道を中心として次々と生まれています。確

か、士別市や苫小牧市などはそういう規定が入って

います。

私も、この大阪府内では東大阪市の文化振興条例

策定委員会の委員長等をさせてもらい、そこのとこ

ろを書き込むかどうかの決断を迫られたのですが、

議会を交えての議論をしたときに、大阪府内の実情

はこれを本当に深く説得するところに来ているのだ

ろうかという不安がありましたので、いましばらく

は法律どおりの書き方でいいのではないかというこ

とでとどめました。

私の説ですが、文化的に生きる権利というのは具

体的にどのような活動分野に及ぶのかというと、ど

のような人も「表現し、演技し、創造する」権利を

有する。どのような人も「コミュニケーションし、

外部と交流し、社会の発展とつながって生きる」権

利を持っている。どのような人も、「小学校・中学校

以後も常に学習し、自分を変え、蓄積し、そして自

己充実していく」権利を持っている。私はこれを、

「表現する権利」、「コミュニケーションする権利」、

「学習する権利」と言っていて、結構支持されるよう

になってきました。

英語で言うと「ｐｅｒｆｏｒｍａｎｃｅ」「ｃｏｍｍｕｎｉｃａｔｉｏｎ」

「ｓｔｏｃｋ（外部情報の内部蓄積）」ということで、ＰＣ

Ｓ理論と一時言っていたのですが、表現しなければ

人間は外部とコミュニケーションできません。外部

とコミュニケーションしなければ、学習できません。

学習して自分の内部に一定のスキルや知識を装備し

なければ、新たな自己発展や創造もできません。そ

れから、同じことを表現していたのでは、だんだん

人間はマンネリになって腐っていきますので、常に

変わらざるを得ない。それをしなければ、外部から

の評価も入らない。つまり、アイデンティティを形
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成するためのプロセスをこのように権利分解しただ

けのことです。ですから、Ａさんはこういう人で、

こういうすてきな人だと認識してもらうためには、

表現し、コミュニケーションしなければ駄目です。

そして、外部からの情報を受発信して自分に対する

外部の評価を理解し、改めるべきところは改め、自

信を持つところは持つというようにして人間は個性

を拡大成長させていくわけですが、実は、これは何

も人間だけではありません。都市や国家も同じです。

例えば大阪なら大阪という都道府県単位の地域も、

大阪としての発信をしなければいけない。大阪とし

て外部世界と交流しなくてはいけない。外のお客さ

んにどんどん入ってきてもらわなければいけない。

大阪の人間も外へ行かなければいけない。その中で

学習していく。そして、「ここが大阪のまずいところ

だ」「ここが大阪の強みだ」と分かってきて、まずい

ところは穴を埋める、強いところは伸ばすというよ

うに努力する。こうして大阪アイデンティティが確

立されてくる。同じことです。これは都市でも一緒

です。そのようなコミュニケーション・サイクルを

作っていくことが、人間にも必要です。

２．文化の次元　―文化行政の三つの資源に着眼

文化政策は、このように人々を支援していくもの

で、その資源には、人的資源、制度的・技術的資源、

設備資源の三つがあります。今申し上げたような活

動を現実に展開できるかどうかを政策別あるいは施

設別に反省してみようということで、表現する事業、

コミュニケーションする事業、学習する事業に分け

て、それぞれに対してお手伝いする、あるいは助け

る人材、事業・制度、設備がどうあるか、全部チェ

ックをかけてみました。横列に表現、交流、学習、

縦軸に人的資源、制度・技術的資源、設備的資源を

取ったチェックシートを作ったのですが、そうする

と、穴が開いているところがいっぱいあることが分

かりました。

例えば文化ホールなどで言うと、プロを呼んでき

て演じてもらい、それをみんなが鑑賞して学ぶとい

うものが圧倒的に多いです。ところが、市民自身が

自分たちで演技したいというときに、それを応援す

るような制度はあまりない。プロとアマがお互いに

交流しながら学習したいというときに、ともに交流

し合うようなスペースや学習スペースもないという

文化ホールが圧倒的多数でした。つまり、学習だけ

の施設、表現だけの施設というように分解されてい

て、コミュニケーションする施設は本当に少ないと

いうことが分かってきたのです。

人的資源も、公費で抱え込んでいる役人だけでは

なく、市民にもボランティアやＮＰＯのような人的

資源があるのに、そこのところが把握できていない

自治体が大半です。本当の意味での人的資源をリサ

ーチし、把握し、活用するスキルを持っていないと

いうことです。

このように分析してみた結果、人材に関してはま

だまだ開発余地があり、コミュニケーションに関し

ては各自治体ともに事業的に穴が開いているという

ことが分かりました。

３．ひと・まち・役所

―文化行政の三つの舞台と主体に留意

そして、政策的には、先ほどちょっと触れました

が、文化政策は三つの政策分野に分かれます。一つ

目が、本物の市民が登場し、本物の市民が生き生き

と生きていけるような市民文化政策。二つ目が、都

市が衰退しながら縮小していくのを食い止め、なお

かつ創造都市型の再成長路線に入ってくるような文

化投資戦略（都市文化政策）。三つ目が行政・企業文

化政策です。

企業も市民であり、もう一つ言えば、日本全国の

都道府県・市町村の９５％は行政が最大の産業という

状態です。例えば、東京都における最大産業はどこ

かというと、東京都庁です。市役所より大きい企業

がある町というのは、例えば愛知県の豊田市は豊田

市役所よりトヨタ本社の方が大きく、奈良県の天理

市は天理市役所よりも天理教本庁の方が大きいです

が、ごくわずかです。

実は、その町の最大の産業や法人が文化の主導権

を握っていますから大変責任が重く、そういうとこ

ろにも文化政策の責任主体としての自覚を求めると

いうのが企業文化論なのですが、９５％の都道府県・
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市町村において役所が最大の組織体であるとするな

らば、役所自体が文化の担い手として、よりよき表

現・よりよき行動をするという、企業の文化化と同

じように行政の文化化に励んでもらわねばなりませ

ん。つまり、行政の文化的改革ということです。こ

のように、市民文化政策、都市の文化政策、行政文

化政策の三つに分かれると言っておりました。

１．ひとづくり、「市民」開発の拠点として

その中で、図書館づくりはまちづくりそのものな

のだということを再認識し始めたわけですが、図書

館政策の１番目としては、ひとづくりと市民開発の

拠点、つまりそこから次々と市民が生まれていく図

書館であってほしいということです。

もちろん、ただ本が読みたい、安らぎたい、本と

の出会いだけでいい、人と出会いたくないという人

が来ても構わないと思うのですが、人間は、ただ勉

強する、安らぐということだけではいつか飽き足り

なくなります。そこで内容が充実したすてきな時間

を過ごせば過ごすほど、似たような波長を持った人

が周りにいることも気が付き、そうすると人と人と

がつながりたくなってくるというのが本来です。最

初は、たこつぼ型の内にこもっている市民ばかりが

集まっているように見えても、それらの市民と市民

が横につながるような出会いの場を作り、市民同士

のエネルギーを引き出してくるような政策を、図書

館自身も持つべきだと思っています。

２．仕組みづくりの拠点として

それから、仕組みづくりの拠点として、人と人、

集団と集団が出会う場となり、市民協働研究の拠点

づくりをしていくべきではないか。最近、よく審議

会などに公募市民がたくさん入ってきてくださるの

ですが、そういう市民の特徴として、孤立している

ことが多いのです。地域社会にも受け入れられない、

家庭でももうひとつ面白くない、だから公募市民に

なって行政に貢献したいとおっしゃる方がいるので

すが、大体五つぐらいのパターンに分かれます。

一つは、元大学教授、元高校教諭などの退職教育

者。それから、元都道府県庁など役所に勤めていた

という退職公務員。元大手企業の製造部長や営業部

長など、いわゆるアッパーミドルクラス。商社の海

外駐在支店経験もあるような、支店長クラスまで行

かれた方。銀行の調査役ぐらいまでいった、または

支店長経験があるという方。これらのタイプの方が、

２００７年、団塊世代の大量退職の後にどっと公募市民

として来てくださるケースが多いですが、これがは

っきり言ってうまくマッチしないのです。

例えば行財政改革の公募委員として登場してこら

れることが多いのですが、「役人の数が多すぎる」、

「給料が高すぎる」、「仕事をしていない」ということ

ばかりを言うのです。「では、どうすればいいのです

か」「どういうふうに給料を下げればいいのですか」

「どういうふうに合理的に物差しを示すのですか」と

聞くと「民間と比べたらいい」。「その民間というの

は何を指しているのですか。町工場ですか、三井住

友ぐらいの銀行クラスですか」と言ったら、何も物

差しはない。結局は自分の会社なのです。

これは、私に言わせたらピント外れです。そんな

もので行政経営が分かったとは言えません。行政経

営というものは、企業が最大利潤を達成することを

第一目標とする存在であるのと対極に、最大多数の

最大幸福を実現すると教わったはずです。ここで言

う最大多数の最大幸福という言葉は、経済的幸福で

はなかったはずです。平和、安心、信頼、平等、正

義、公平などの公益的価値で、それを担保するのが

政府の仕事であるはずです。それを忘れて、金を使

いすぎだ、仕事をしていないという経済論、コスト

論と、いわゆるコストパフォーマンスで言うパフォ

ーマンス論だけで苦しめられている現在の行政現場

が、それに苦しむことなく反論するならば、アウト

カムともいうべき、達成成果ともいうべき「このよ

うな市民をこれだけのパーセンテージ作りましたよ」

「これだけ本の好きな子どもたちを生み出しました

よ」「これだけ学校教育に役に立つ、読書能力の高い

市民層を生み出しましたよ」というようなことで説

得すればいいと思うのです。そういうことを言える

ような図書館になってほしいというのが今日の話の

図書館づくりは「まちづくり」そのもの
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落ちです。

３．施設づくり（施設の活用）

ですから、施設それぞれが、市全体共通の最低使

命とその地域の条件に対応したローカルな使命を導

き出し、このような図書館でありたいという夢をみ

んなで紡ぎださなければいけません。図書館で言え

ば、インターナショナルミッションはユネスコの図

書館宣言、ナショナルミニマム（国家的最低基準）

は図書館法、シビルミニマム（市における最低基準）

は図書館条例でしょうが、その図書館がある地域に

よってローカルミッションが違うはずだというとこ

ろまで導き出していけば、もっと面白い経営ができ

るという話に入っていったのです。これが、本当の

ところどうありたいのか、どんな図書館を作りたい

のかというところです。

ですから、ここで目標を設定し、その目標に近づ

いているかどうか、目標を達成し得る能力はあるの

か、資源があるのかということをもう一回自己測定

し直してみて、さらには外部の方々からの評価もも

らう。これが先ほど言いました外部に向かって表現

すること、外部と交流すること、外部の意見をもら

って学習することにほかなりません。図書館も「表

現し、交流し、学習せよ」ということにほかならな

いのです。それをきちんとしたサイクルに乗せたい

がために自己評価システムを作ったのです。

これはまず自己測定ですから、次は外部評価もも

らわないといけませんが、外部評価に関してはアン

ケートを採るなどお金がかかります。ですから、最

低でも３年ごとに外部評価をもらうための予算をく

ださいということは行政と約束しています。それら

が二つ相まって、その図書館が置かれている現状、

外からの見られ方、あるいは自分たちの内部評価と

のずれが測定できるわけです。

ここでもう一つ、図書館事業の意義の確認と方向

の変革が大事です。多くの人は、図書館、公民館、

生涯学習センターなどは金と暇が余った人が得する

施設だと思い込んでいます。しかし、生涯学習とい

うことが戦後の社会の中でいわれるようになった歴

史と採択されてきた宣言文を見ると、いかに日本の

生涯学習が世界の流れとずれてきたかということを

確認できると思います。

国際成人教育会議の第１回が１９４９年にデンマーク

のエルノシアで行われたときには、わずか２７カ国、

２１のＮＧＯが集まった、総勢１０６人の会議でした。

しかし、このとき既に優れた宣言文が出ています。

戦後の人々の間に精神的な孤独感、無気力、あるい

は無力感が横溢していた混乱期に、「異質な人々との

共存を可能にする寛容の精神、世界市民としての共

感の精神などを人々の間に回復することをわれわれ

は自覚する」と宣言したことからスタートします。

１９６０年、カナダのモントリオールの第２回大会で

は、４７カ国、４６のＮＧＯ、２００人の参加でした。さ

らにアジア・アフリカ新興独立国の参加もあってや

や増えていますが、ここでは「経済発展に欠かせな

い職業技術、識字教育を重視する」という傾向が確

認され、「学校教育だけでは到底十分ではない」とい

う認識がなされます。国の教育制度の中で、学校教

育以外の教育が欠かすことができないということを

指摘したわけです。この背景には、憲法上あるいは

法律は小中学校教育の保障ということを多くの国が

言っているけれども、実際には小中学校へも通えな

い子どもがいるという実態があります。それに目を

ふさいではいけない、建前と本音のずれをちゃんと

押さえて、その穴を埋める形で生涯学習を戦略的に

使わねばならないという意味で宣言されました。で

すから、学校にも行けない子ども、労働力で使われ

ている子ども、兵士として使われる子どもを無視す

ることなく、学校教育以外で識字教育や職業技術教

育をしなくてはならないということが中心議題だっ

たのです。

第３回会議は１９７０年に東京で開催されましたが、

もう既に８２カ国、３７ＮＧＯ、３６０人が参加していま

す。このときには、生涯教育における成人教育の役

割が主題となります。つまり、生涯学習という大き

な概念の中に成人教育という小さな概念が入ってい

たわけです。ところが、日本の生涯学習、あるいは

図書館事業の意義と方向の改革
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生涯教育は、成人教育とイコールになってしまって

います。どうもこの辺にずれがあるということがお

分かりでしょう。この会議では、生涯教育はいわゆ

る基礎教育課程も含む学校教育の一連の流れの中で

とらえられていたのですが、日本では生涯教育を学

校教育とは別物として扱い始めます。ここでもう間

違いが始まったのです。本来、ユネスコ型で言うな

らば、公共図書館が学校図書館や学校図書館司書と

連携しながらネットワークをつないでいこうとする

のが正しいのです。

もう一つ、この時点で言われた大事なことは、「低

開発地域の住民や労働者、女性の参加は、実は成人

教育の民主化のための基礎となる」という指摘です。

言い換えると、図書館や公民館を利用できる人は相

対的に恵まれた人ではないのか、お金と暇が余って

いて自己実現のための主体的な行動を起こす力を持

っている人が主力になっていないか。そこにばかり

サービスするということではなく、行きたくてもな

かなか行けない人たち、図書館そのものの価値すら

教えられていない人たち、時間、お金、体力などさ

まざまなものが欠乏している人たちのことを忘れて

はいけないと言っているわけです。

そして、その中で警告も出しています。例えば、

「成人教育の単なる量的拡大は、社会的不平等をむし

ろ増大させることになることに留意してほしい」。つ

まり、余暇社会対応、生きがい対策型で、年金も時

間も豊かにある健康な中高年者のための事業ばかり

増やして選挙の票稼ぎしていると、結果的に社会の

不平等を拡大することになるとユネスコは警告して

いるのです。こういうことにもう少し留意するべき

ではないのかと私は思います。

１．要求課題と必要課題を精査する

富める者はますます富み、貧しい者はますます貧

しくなるというようなことに手を貸していいわけが

ありません。そういう意味で、図書館も政策的に二

つのニーズに対応していく必要があります。二つの

ニーズとは、顕在的需要と潜在的需要です。これは

社会教育の世界で言う、要求課題と必要課題を峻別

せよということです。

要求課題とは、いわゆるディマンド、市場に顕在

化している要求です。必要課題とは、世間で言うニ

ーズです。認識されていないけれども欠乏している

ことに対してサーチライトを当てて供給しなければ

なりません。ですから、「たくさんの方がご来場いた

だきました。ものすごい人気がありました」という

ようなことを年報に書いて喜んでいる公民館を時々

見かけますが、年がら年中ベストセラー作家やテレ

ビで人気を博している論者を呼んできたら、いくら

でも満員になります。このような論理に堕落してい

ないかということです。

地域の実態に応じたプログラムを開発し、単に人

数を合わせたり参加人数の多さを競っているようで

は、そこから生まれてくるのはポピュリズム（大衆

迎合主義）です。もちろん、図書館や公民館は大衆

の要望に応える役割も負っていますから、それを否

定するものではありません。誰も来ないような図書

館、誰も来ないような公民館になったら負けです。

ずるい言い方をすれば、人気を博するようなすてき

な図書館や公民館を作っていきながら、なおかつそ

こに来ることができない人たちを射程にとらえ、こ

れは障害のあるお子さんたちのための事業、これは

ポルトガル語系の在住外国人のための事業、これは

体がちょっと不自由な身体障害者のための事業、こ

れは知的障害のある人たちのための事業というよう

に、さまざまな細やかな政策の箱がないといけませ

ん。こういう政策を広げていこうと思ったら、もの

すごくたくさんやることがあるはずです。

こういうことをニュー・パブリック・マネジメン

トは言わないのです。残念ながらこの流れが一時も

のすごく喧伝されたので、私も批判を加えたことが

あります。それは、ＮＩＲＡ（総合研究開発機構）

から発表されたＮＩＲＡ型政策評価試案のレポート

に対してです。そこには、文化ホールと図書館が挙

がっていて、図書館における総コストは、人件費、

図書購入費、建物・施設の光熱費および減価償却費、

パフォーマンスは総貸出冊数とされていたのです。

ここも既に危ないと思うのですが、次にアウトカム

は何か。企業の場合は資本回転率や利益率で出せま

すが、行政の場合は達成した公益的な社会的変化を
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いいます。ところが、このレポートでは総貸出冊数

を人口で割ったものがアウトカムだと言っているの

です。皆さん、納得されますでしょうか。これはア

ウトプットを人口で微分しただけで、質的変化を見

ているわけではないので、アウトカムにはなりませ

ん。

文化ホールも同じように、人件費、事業経費、施

設の減価償却費、光熱費が総コストで、アウトプッ

トは年間の事業に対する入場人員、アウトカムは、

といったらまた人口で割るのです。こんな簡単なこ

とで図書館や文化ホールが評価されていいのでしょ

うか。これがニュー・パブリック・マネジメントだ

というのなら、ニュー・パブリック・マネジメント

の失敗をきちんと学習していないと思わざるを得ま

せん。

このような理屈が正しいとするならば、図書館は

漫画、劇画、ビデオ、ＣＤのたぐいをたくさん置い

ておけばよいのです。中高年に対しては、芥川賞、

直木賞、江戸川乱歩賞、文芸賞を取った本ばかりを

１００冊、１０００冊単位でそろえておいて、申し込めば

１０日待ちなどということにならずにすぐ手元に行く

ようにしておけば、市民は大喜びです。皆さんが年

に１回ぐらいしか読まないような難しい本や、ほん

の一部の人しか見ない割に占める容積が大きい郷土

誌や点字本は置かなければいいということになりま

せんか。まして、例えばタガログ語しか理解できな

いフィリピン系のお子さんのための絵本など、めっ

たに貸し出しはないでしょう。でも、在住者はいる

といった場合、そんなごくわずかな人間のために高

い金を出してやる必要はない、放っておけというこ

とになっていったら、どうなるでしょうか。文化ホ

ールも同じです。集客力のある、人気のあるポップ

スばかりをやればいいことになります。例えば、八

尾のプリズムホールで収益を上げようとするなら、

年がら年中、天童よしみや中村美津子、八代亜紀、

夏川りみ、杉良太郎をやればめちゃくちゃアウトカ

ムが上がることになりませんか。これが、日本の最

先端に立っている研究者たちがニュー・パブリッ

ク・マネジメントと言いながら図書館や文化ホール

に対して提案している評価システムの現状だったの

です。現場がこれに対して反論しなければ、こうい

うニュー・パブリック・マネジメントに対する誤

解・曲解に基づくさらにポピュリズムの暴力の中で

踏みにじられないかという危険を感じ、図書館自身

も闘わなければいけない、「自己評価システムを作ろ

う。外部評価ももらおう」と言ってみんなと手を携

えたわけです。

その結果、それまであまり深く考えることなく繰

り返されてきた年報も、全部変えていきました。評

価につながるデータを日常業務の中から拾い上げる

ことが一番お金のかからない内部評価の完成につな

がるのであって、結果的に評価につながらないよう

なデータは要りません。日常の業務日誌の中で、そ

の数字を拾っていけばおのずとアウトカムデータに

つながってくるものをいっぱい発見した一方で、年

報の中に、苦しんでこんなものを出しても意味がな

いという数字も発見したので、このずれをきちんと

整理して、要らないものは切ろう、要るものを取り

直そうということで、年報を切り替えました。これ

には市内の子ども読書連合会の方々、図書館長の協

力も得て、変えていったという経過があります。

アウトカムというのは、ある価値観に基づく有益

な社会的変化ですから、企業の価値観と行政の価値

観とは違って当たり前です。それから、図書館利用

者のカテゴリーによっても、有効性は変えていかな

ければいけません。例えば、全在住外国人のうち何

パーセントの外国人がこの図書館を利用しているか

というのはアウトカムになります。でも、圧倒的少

数派の外国人も圧倒的多数派の中高年の人たちも全

部含めての来館者数、貸出冊数といったら、少数者

は全部消されてしまうことになります。ですから、

政策評価の箱を分けなければいけないのです。もち

ろんグロストータルとしての総貸出冊数および貸出

密度も大事な数字ですからそれは評価しますが、そ

れだけでは危ないという話です。

そういう意味で、図書館評価から随分私たちは学

んだわけですが、それに併せて要求課題と必要課題

を峻別するということが非常に認識されました。
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２．貸出事業、自主事業の意義

貸出事業も、「貸してあげます」という意識は捨て

て、むしろ一緒に読む楽しさを共有しようというメ

ッセージを送ろう、それから、いろいろなレファレ

ンスや研究の相談があっても、「教えてあげます」で

はなく、一緒に学ぶ楽しさを共有するというメッセ

ージも発しようということを言い続けています。

１．公共性と「協働」の問い直し

市民自治を活性化させることが、実は図書館の最

先端の機能ではないかと言っております。繰り返し

になりますが、図書館は「本物の市民」づくりの施

設、市民づくり工場です。公民館は、市民と市民が

出会って相互に刺激し合う場所、あるいは発見する

場所であり、図書館は、市民が出会って協働研究が

できるようなところまで、あるいは個人研究の応援

をするところまで持っていこうということでもあり

ます。もちろん安らぎの場であってもいいわけです。

ですから、要求課題にも応えることによって、た

くさんの人に来てもらう。しかし、その流れを通じ

て、たくさんの人の中から能動性が高いとかさまざ

まなカテゴリーの中にある人を拾っていって、そう

いう人々が立ち上がるような、そういう市民になっ

てもらおうというような場所があってもいいのでは

ないか。ここで、図書館政策は、ＮＰＯ型の例えば

子ども読書連合会なども含めて、読者側市民、租税

負担者側市民、協働参画型市民が全部一緒に入って

やる協働と参画型での政策づくりをしていく上に成

り立つ図書館でありたいということが確認されてい

きます。図書館協議会というのは、その中での協働

で討論をする場であるということがほぼ承認されて

きたわけですが、そうなりますと、協働という言葉

がまた課題になってきました。参画と協働とは何だ

ろうかという話です。

協働とは、英語でｃｏ-ｐｒｏｄｕｃｔｉｏｎといいまして、イ

ンディアナ大学のヴィンセント・オストロム氏が言

いだした言葉ですが、わが国ではそれよりも歴史が

古く、黒田府政時代に大阪府文化問題懇話会という

のがありまして、そのときに司馬遼太郎、宮本又次、

梅樟忠夫、末次攝子らが出した答申の中に「府民と

行政の協働」と、ちゃんと書いてあるのです。既に

あったその言葉を、荒木昭次郎さんは拝借して使わ

れているのです。その時代から日本にも協働の兆し

はあったのです。その中身は、行政と市民、市民と

市民、市民と企業、企業と行政、さまざまな主体が

ともに対等なパートナーとして協働生産しましょう

ということです。

協働を実践するためには、何が問題なのだろう、

現状はどうなっているのだろう、何が課題なのだろ

う、どういう方向に進めたらいいのだろう、どんな

手を打ったらいいのだろうという意思形成過程、政

策形成過程の段階から、市民にかかわってもらう。

当事者にかかわってもらう。決定のプロセスにも協

働責任を持ってもらう。もちろん実行の段階にもか

かわってもらう。反省する評価修正過程にもかかわ

ってもらう。つまり、①政策形成、②政策決定、③

政策実行、④政策評価修正という四つのプロセス全

部に回路が開かれていて、市民にかかわってもらえ

る状態が保障されていることが、実は協働を成り立

たせるのです。

朝日新聞はこの四つのプロセスを２プロセスに分

けて、政策形成から政策決定までのプロセスを「政

策協働」、政策実行から政策評価修正のプロセスを

「事業協働」と言っていました。こういう言い方もあ

るかと思いますが、私に言わせれば、参画なくして

協働はあり得ません。ですから、政策形成や政策決

定は行政に任せてください、事業実行の段階で市民

に助けてくださいというのは、一部アリバイ下請け

型市民参加と言っています。これは、都合のいいと

きばかりただの市民を使おうと思っている、そうい

うことで市民を使うものではないだろうと、市民の

側からも胡散臭く思われています。ですから、子ど

も読書連合会などと協働型事業をやりましょうとい

った場合、当然、子ども読書連合会も図書館運営協

議会に入ってもらわなければいけませんし、図書館

政策全般に関して意見を言える回路が開かれないと

「行政に使われている」という意識は抜けません。

ここに協働ということが大変スリリングな課題に

市民自治と図書館
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なって生まれてくるわけですが、その理由は、市民

も一筋縄ではない、善意の市民ばかりではないとい

うことです。市民にも３層あって、一つ目は、衛星

都市によくある、ただ寝に帰るだけの市民、「寝民」

です。土曜日、日曜日はゴルフが忙しい、会社の付

き合いで忙しいと言って地域にはかかわらない、家

庭にもかかわらないこのタイプは、寝に帰っている

だけで意識が寝ているので、いくらメッセージを送

ってもアクションを起こしても、投資効果は低いの

です。

二つ目が、定住して２０～２５年たったという人に多

いタイプです。八尾は非常に定着率が高く、大体２０

年以上という人が７５％を占めています。こういう人

たちは、町に関する愛着心はやや生まれてきている

のですが、高度経済成長のときに移住してきて、そ

のときには保育所がない、学校の設備が悪い、定員

が足りない、何から何まで後追いでしたので、行政

に対するストレスも持っています。この人たちの特

徴は、非常に声が大きく、批判精神がおう盛で、文

句を言うということです。これを私はハビタット

（居住民、居留民）といっています。

このタイプを本物の市民にさせること、定着性が

高く、しかも地域協働経営に関しても責任を持とう

というタイプの市民を作っていくことが、行政のコ

ストを下げ、パフォーマンスを上げるために絶対欠

かすことのできない政策として浮上しています。そ

ういう市民を作る一番しっかりとした組織は、企画

でも、総務でも、保健でも、福祉でもなく、図書館、

公民館、生涯学習センター、文化ホール、つまり、

その町に住んでいる人間としてのプライドや喜びを

一番供給してもらえるところです。

そのような市民の条件は、三つだけです。外形的

には、もうこの町から逃げないと腹を決めているこ

とですが、内面から見ますと、三つのものに対する

愛に目覚めることです。自分の周りを取り巻いてく

れた人間たちに対する愛情、近所の人たちに対する

愛情。この町に流れてきた時間、未来に流れていく

時間、歴史、将来に対する危機意識。そして、この

町の景色が好きだ、あの町の公園の緑が好きだ、こ

こを流れている川の音が好きだという空間に対する

いとおしみ。この「時間」、「空間」、「人間」という

三つの「間」に対するいとおしみ、愛着、敬意を持

ったときに人間は本物の市民になるというのが、名

古屋大学の名誉教授でいらっしゃった遠藤安弘先生

の定義でした。私は、これは名言だと思っています。

私が神戸市長との対談で、ついうっかりと「神戸

から逃げない人しか市民と言わない」と言ったとき

に、市長はちょっと困った顔をしました。震災の後、

神戸から逃げていった人がいっぱいいるのです。そ

ういう人を市民とはいえないでしょう。逃げられな

い人はどうするかというと、それも市民です。逃げ

たくて逃げる力があるなら出ていけばいいわけです。

大和川を越えて大阪市内に進出し、淀川を超えて

出世をし、さらに猪名川を越えて芦屋まで行ったら

上がりというのが関西芸能人の出世コースらしいで

すが、行政は、今のこの町を大事に思えないような

市民と、投資しながら手を結べるでしょうか。本物

の市民を育成する、開発する、パーセンテージを増

やすということに政策エネルギーを注いでいかなけ

れば、ますます行政コストは上がっていきます。

役所は何をしてくれるのか、これをしてくれるの

か、あれをしてくれるのか。域内で犯罪が多発した

ら、防犯灯をもっと付けろ。それでも治まらなかっ

たら監視カメラを付けろ。そんなものをいくら付け

ても、結局、そこのソフトである市民社会のルール

が成り立っていない限り駄目です。主人公である市

民そのものが、その町に踏みとどまって良くしよう

という気持ちがない限り無理です。行政でもできな

い、むしろ市民でないとできないことが山のように

ある。それにお互いが目覚めないと駄目で、そうい

う意味での市民の目覚めを期待したいと思っていま

す。

２．コミュニティとアソシエーションの融合を目指

して

市民社会にはコミュニティ型とアソシエーション

型の二つがあり、自治会・町内会をベースとしたよ

うなコミュニティ型の地域共同体は、近代的にリニ

ューアルしなければならないし、高齢化のためにあ

と１０年持ちこたえられないところまで追い込まれて

20 自治大阪 ／ 2009 － 11

 自治大阪2009.11月号  09.12.9 10:24  ページ 20



います。これをどのように再創造していくか、その

ための文献、データ、知恵、知識、人材などを教え

ていくというときに、最もその先端的な機能を果た

さなければならないのは図書館です。役所のまちづ

くり課や地域コミュニティ課に行っても、ノウハウ

をたくさん持っているわけではありません。図書館

にこそ、こんな情報が集まっているのです。

もう一つ、アソシエーション型のＮＰＯも非常に

専門分化し、部分によってはニッチ化していく市民

社会の深刻な課題に対して行政の資源を投入しても

もう間に合わなくなっています。例えば神戸市でも

外国人問題が多発しているわけですが、外国人が問

題なのではなく、その外国人が少数であることが問

題なのです。在日の華僑の方々に関して、問題は全

然ありません。神戸華僑総会は、神戸文化の発展に

貢献する最大の団体です。

ところが、圧倒的少数の人がいるのです。例えば

フィリピン系の女性たちが結構多いのですが、英語

を理解できるのは大卒以上で、高卒ぐらいだとタガ

ログ語しか話せません。そこで、救急ハンドブック

をタガログ語で作ってあげたいという市民団体がで

きました。それに対してパートナーシップ活動助成

金の委員会は、８０万円要ると言われれば８０万円、

１００％オーケーということで使っていただきました

が、後で委員として思ったのは、本来これは補助金

でお渡しする事業ではないだろうということです。

相手は住民税も払っている住民です。その住民の

権利として救急ハンドブックをもらうとするならば、

なぜそれを「作ってあげる」などという言い方をし

なければならないのか。本来は委託料でやるべきこ

とではないのか。ところが、相手の数が少なすぎる

ものだから、市も手が回らなかった。こういうもの

はＮＰＯやアソシエーション型の篤志型市民がカバ

ーリングできるのですが、「私たちがしたいから補助

金をください」ではなく、「行政がやらねばならない

けれども能力がないから、すみません、助けてくだ

さい」と言って委託料でお願いするべき仕事だった

ということを発見したのです。

このように、市内に存在するコミュニティの衰退

していく活力を食い止め、再生産に導くということ

と、潜在化している市民の持っている能力をどんど

ん引っ張り出して社会のために使っていくというこ

とのためにも、私たちはもっともっと市民社会の中

に深く入っていかなければならないということに気

付いたわけです。

ニュー・パブリック・マネジメントの目標は、成

果主義、市場原理の導入、分権化、顧客満足志向で

す。成果主義というのは、実は生産量主義ではなく

アウトカム主義で、その結果世の中がどうより良く

変わったのかということです。企業の場合は利益率

の向上が成果ですが、行政の場合は、例えば警察行

政で言えばどれだけ犯罪が減った、どれだけ交通死

亡事故が減ったというのがアウトカムです。それに

対するアウトプットは、パトロール回数や延べキロ

数がどれだけ増えた、お巡りさんの見回り回数がど

れだけ増えたということであり、そのための経費が

インプットです。

この辺のところを峻別すると、行政で言う成果と

いうのは一筋縄ではないことに気が付きます。そし

て、対象、地域、分野によって、そのアウトカムの

求められる箱がものすごく多様に広がっていくこと

に気が付くのですが、その議論をなさっていない行

財政改革担当課が多すぎます。しかし、無理はあり

ません。これを出すのは現場ですから、現場を分か

っていない企画や行革担当に、本来のアウトカムの

指標を出す能力を期待するのは無理なのです。

例えば、よく上山信一さんが言われるのですが、

サニーベールという町では、信号機がゼロのときは

交通事故で毎年１０人死んでいた。そこで、信号機を

１０機設けた。その１０機を買うお金がインプット、

１０機の信号機が設置されてちかちかしているのがア

ウトプット、今まで毎年１０人死んでいたのが２人に

減ったのがアウトカムです。この場合は、安全、人

命という価値観に基づく社会的変化をアウトカムと

いうわけです。

ですから、図書館のアウトカム指標もいっぱい出

てくるはずです。そういうことをもっと勉強し、開

行財政改革の落とし穴を見抜く
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発する必要が、全国の自治体にあるのではないでし

ょうか。ところが、全国の自治体は横の情報交換を

全然しません。これが非常に困ったことなのですが、

ニュー・パブリック・マネジメントの言っている成

果主義は、企業の成果とは全く違うということです。

それから、二つ目の市場原理の導入は、ＰＦＩも、

指定管理者も、市場化テストも失敗だらけです。で

すから、何でもかんでも民営化していいというもの

ではない。むしろこれは市場原理の導入ではなく、

評価の客体化、科学化ということです。それが目標

ならば分かりますが、市場原理を導入して、必ずし

も正しい判定ができるわけがないのです。

早い話が、指定管理者制度で一番コストの安いと

ころに任せてしまうようでは、とんでもないことが

起こります。奈良県内のある村が、自分のところで

経営している旅館を指定管理に出したら、受けた団

体は、５年の契約だったのに１年で「やっぱり無理

です」と言って脱走してしまったのです。その後に

残ったのは全くの抜け殻です。それまで経営の任に

当たっていた従業員も、いったん全部首を切られる

ことを覚悟してしまったのですから、士気は完全に

落ちています。もう一回直営に戻すと言っても、も

う誰も戻ってきません。その結果、回転できなくな

ります。ですから、ものによっては何もかも失うこ

とを覚悟で民営化するということも考えなくてはい

けません。

イギリスでも、ブリティッシュ・レールウエイが

路線ごとに株式会社化して売ったら、路線と路線の

ジョイントが悪く、到着して次の特急を待っていた

ら、その特急はとうの昔に出発していたなどという

ことがしょっちゅうです。怒っても、「そんなことは

うちの会社の責任ではない。おまえが怒るべきはあ

っちの会社だから、降りてから言え」と全然取り合

ってくれません。これがイギリスの民営化の実態で

す。日本の企業もマスコミも、民営化すればすごく

良くなると思い込んでいますが、ブリティッシュ・

レールウエイは、コストダウンのためにレール保線

要員を割愛し、２０００年１０月にレール破損事故が多発

して一度に信用を失い、ついに破産しました。英国

政府は、推定４兆円か５兆円の株券を紙くずにして

しまったのです。これは民営化の大失敗として知ら

れていますが、日本ではそんな話は全然しません。

それから、ニュー・パブリック・マネジメントを

やろうと思ったら、分権化して現場に権限を委ねな

ければいけないのです。予算編成、予算執行権限、

執行責任の三つをセットとして渡すことを分権とい

います。大阪弁で言えば、銭、力、責任です。これ

をセットで渡すことを分権といいますので、お金も

渡さない、権限も渡さない、責任だけ取れという分

権は、分権ではなく、ただのいじめです。これを貫

徹すれば行き過ぎも起こって、オーストラリアやニ

ュージーランドでは、課長・係長級の汚職が多発し

たという報告もあります。そういうマイナーな面も

きちんと報告しなくてはなりません。

一番まずいのは、顧客満足志向という企業の論理

を、市民満足や府民満足という言葉でオールマイテ

ィー指標として使っているということです。これは、

実はおかしいのです。例えば図書館の場合は利用者

アンケートを採りますが、利用者はユーザーです。

ユーザーとしての市民の満足は、休館日をなくして

２４時間営業すれば最大化できます。しかし、そうい

う満足を指標に取って行政評価ができるのでしょう

か。もう一方にいるタックスペイヤー市民の満足度

を調べたら、無料にしろということになります。こ

の矛盾するものを取りながら、満足、満足と言って

いるのは、実にいいかげんなのではないでしょうか。

保育所も、利用者は「時間をもっと延長してほし

い」「土日もやってほしい」「病後児保育もやってく

れ」「いや、病中保育もやってくれ」と言います。そ

うすると、国や府の基準をオーバーするので独自基

準での超過負担が増えていき、当然料金が高くなっ

てくる。今度は、タックスペイヤー市民としては

「もっと料金を下げろ」と言う。これが同一であるな

らば料金とサービスの間の議論はできますが、現実

にはずれています。子どもを育て終わっている、あ

るいは子どもがいない人たちは、保育所の料金に一

般財源を上乗せして支援することに関して、何ら議

論に参加させてもらっていません。国民健康保険の

加入者と一般サラリーマンの間でも、あるいは中心

市街地活性化のために巨費を投資してもらっている
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市民とそういうことに全く関係のない一般住宅地の

市民との間でも、こういう対立は起こります。こう

いうことをきちんとしないで市民満足などと言い得

るのでしょうか。ここのところを精査していないと

いうことがあります。

わが国においては、この四つのいずれにおいても

解釈間違いか失敗を犯しており、そのことを反省し

なければいけないと思います。特にアウトカムの議

論をもっとしなくてはいけません。図書館における

公益的アウトカムというのは、もっとたくさんある。

政策評価の箱はいっぱいある。総貸出冊数やレファ

レンスの総件数だけを重視している許りではいけな

い。そうではなくて対象別、課題別に、もっと科学

的に断面を切らなくてはいけないのです。

１．理念（追求価値）→政策（基本目標）→計画

（事業計画）→実行（運営・管理）

まず、図書館の基本的なミッションは何か。ミッ

ションは一つだけではなく、対象者別のミッション

もあれば地域別のローカルミッションもありますが、

そういうミッションを明確にし、基本的な政策目標

を明確化し、それに従って個別の事業のパラグラフ

を配列に付けてみる。今まで伝統的にやっている仕

事も、実は何らかの目的のためにつながっています

ので、無駄ではありません。一回つないでみて、そ

れに沿って、最もコストが安く、しかも生産性の高

い事業のやり方は何なのかということを実行体制の

中で考えてみる。これが、理念、政策、計画、実行

という４段階モデルですが、本来、国際標準では、

使命、目標、戦略、戦術、遂行、管理の６段階モデ

ルです。

言い換えますと、機関委任事務型の、上から命令

されて嫌々する仕事で自分たちが主役になれないと

いう場合は、理念は国が考える、政策は都道府県ぐ

らいが考えればいい、うちは嫌々集中改革プランと

いう計画を作らされている、実行のところも自分が

作った計画ではないのに「このとおりにしろ」と強

制されてつらいというのが現実ではないでしょうか。

つまり、理念なくして政策もない、政策もないのに

計画は作らされる、妙に計画ができてしまったから

仕方なくやらされるというのが市町村現場の機関委

任事務の現場でしたが、図書館行政は機関委任事務

ではありませんでした。現在、既に自治事務になっ

ているはずですから、吹田なら吹田市民政府、吹田

市民自治政府の図書館になるわけです。そういう自

らの町の自治共和国を作るための武器だと考えてい

ただきたいと思います。

２．公共性、有効性、効率性、経済性

ここで芯にすべき価値軸は何かというと、理念の

段階では政治がこれを支持するかという妥当性にす

ぎませんが、政策段階では効き目があったかという

有効性（アウトカム）、計画段階では本当に生産力が

一番高かったかという効率性を判定し、実行段階で

はどれだけコストを下げられたかということを事後

判定します。これを勘違いして、有効性の話もせず、

社会的有益変化の議論もせず、それでよく自分たち

の図書館のあるべき姿や目標とかの設定ができるも

のだという図書館が時々見受けられます。やってい

ることは「もっと働け」「もっとケチをせよ」です。

これで本当にいい図書館になるのかと思いますので、

有効性、あるいはアウトカム（ある価値軸に基づく

有益な社会的変化）の発想を持っていただけたらと

思います。

最後に、図書館というのは、まさしくその町のサ

ステナブル・デベロップメント（持続可能な発展）

のための最良の資源であり、武器だと私は思います。

サステナブル・デベロップメントは環境問題でよく

使われる言葉ですが、世代継承という意味でも使わ

れます。サステインというのは皆で支えるという意

味で、運動会の大玉送りでみんなが玉を送っていく

ような状態を言います。デベロップメントはエンベ

ロープメントの反対で、エンベロープされているも

の（封印されているもの）を解くことを言います。

外から無理やり破ってしまうことを他動詞的に開発

といいますが、それではパンドラの箱を開けて魑魅

魍魎が飛び出す危険性があります。そうではなく、

図書館自己評価システムの意義と
見方（本来の「政策評価」論から）
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自分で自分の封印を破る、内発的発展のためにエネ

ルギーを吹き出させていくことを発展と訳します。

ですから、デベロップメントも、自分で封印を破

るのか、無理やり封印を破らされるのかによって全

く意味が変わるのですが、私は自然に市民のエネル

ギーでお互いに封を解き合い、新たなエネルギーが

わき上がるような市民同士のつながりを築き上げら

れるような装置として、図書館があってほしいと思

っています。
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